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平 成 ２ ２ 年 １ １ 月 ２ 日 

全国米穀販売事業共済協同組合 

 

玄米 及び 精 米品 質表 示 基準 に関 す る 意見  

 

１  複 数 原 料 米等 の 表 示に お い て、米 ト レ ー サ ビ リテ ィ 法 に基 づ く 産

地 情 報 を 根 拠 とし て 、都 道 府 県 名等を 表 示 で き る よう 見 直 すこ と に

つ い て  

  米 ト レ ー サ ビ リ テ ィ 法 に 基 づ く 産 地 情 報 を 表 示 根 拠 と す る こ と

につ いて は 、法 の整 合 性 を 図る 観 点 から は理 解 でき るが 、 同法 によ

る 米 穀 事 業 者 間 の 産 地 情 報 伝 達 の 実 効 性 確 保 が 不 透 明 な 時 点 に お

ける 制度 改 正は 時期 尚 早 で あり 、 反 対で ある 。 仮に 見直 し 案を 実行

に 移 す 場 合 に は 、 表 示 根 拠 が 異 な る こ と を 消 費 者 に 示 す た め 、「 未

検査 米」 と 併記 する こ とを 義務 付 け るべ きで あ る。  

 

２  農 産 物 検 査法 を 根 拠と し な い 産地 、産 年 及 び 品種 の 表 示に つ い て  

  産地 、 産年 及び 品 種の 表示 根 拠 を取 引当 事 者の 申告 の みに 委ね る

こと は、 次 のよ うな 米 穀と その 流 通 の特 性か ら 、 不 正な 表 示を 拡大

させ 、米 穀 の品 質表 示 全体 に対 する 消費 者の 信 頼を 損ね る 事態 とな

るの で、 反 対で ある 。  

 ①  米 穀 は全 国で 生 産さ れ、 か つ 、年 間を 通 して 流通 す る中 で、 取

引当 事者 が 産地 、産 年 及び 品種 の 違 いを 目視 の みで 判定 す るこ と

は極 めて 困 難で ある 。  

 ②  産 地 、産 年又 は 品種 の違 い に よる 取 引 価 格の 格差 が 一般 の農 産

物に 比べ 大 きい 。  

 

３  産 地 、 産 年及 び 品 種の 表 示 義 務化 に つ い て  

  複数 原 料米 等で 産 地、 産年 又 は 品種 を 敢 え て表 示し な いの は、  

 ①  産 地 、産 年又 は 品種 に頼 ら ず に、 自社 の ブラ ンド 力 、商 品 そ の

もの の価 格 ・品 質を 訴 求す る 場 合 、  

 ②  商 品 の価 格・ 品 質 ・ 食味 を 一 定に 保つ 上 で原 料構 成 を変 更す る

公算 が大 き い場 合  

が一 般的 で ある 。  

全 米 販 で は 、消 費 者 庁 の「 玄 米 及 び 精 米 品 質 表 示 基 準 の 見 直 し 開 始 に 伴 う
御 意 見 募 集 」 に 対 し 、 次 の 通 り 意 見 を 提 出 し ま し た 。  
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産地 、産 年 及び 品種 の 表示 義務 化 は 、こ うし た 企業 の商 品 政策 の

自由 度を 狭 める こと と な り 、必 ず し も消 費者 の 利益 につ な がる とは

いえ ない の で、 反対 で ある 。  

  なお 、 産地 、品 種 及び 産年 を 表 示し ない 商 品は 、販 売 され る米 穀

商品 の極 一 部に すぎ ず 、こ のこ とに よっ て消 費 者の 商品 選 択の 幅を

著し く狭 め てい ると は 必ず しも い え ない 。  

 

４  ふ る い 下 米使 用 の 場合 に そ の 旨及 び 使 用 率 の 表示 義 務 化に つ い て  

  米穀 卸 売業 者は 、 原料 米穀 の 品 位・ 品質 に 応じ てと う 精、 調製 ・

選別 に工 夫 を凝 らし 、 一定 品質 以 上 の商 品を 製 造し てお り 、原 料米

穀の 品位 ・ 品質 が 必 ず しも 製品 の 品 質に 直結 す るも ので は ない 。  

  した が って 、消 費 者の 商品 選 択 に資 する 表 示情 報と し ては 、原 料

米穀 の品 位 ・品 質情 報 では なく 、 商 品で ある 米 穀そ のも の の品 質情

報 を 提 供 す べ き で あ り 、「 そ の 商 品 の 品 位 が 一 定 の 基 準 に 達 し な い

場合 にそ の 旨の 表示 を 義務 化す る 」 こと を提 案 する 。  

  なお 、 ふる い下 米 は、 必ず し も その 旨の 表 示が 付さ れ て流 通し て

いる わけ で はな く、 か つ、 それ を原 料と して 用 いて いる か 否か と使

用率 を目 視 で判 断す る こと は不 可 能 であ るの で 、ふ るい 下 米使 用の

場合 にそ の 旨及 び使 用 率の 表示 を 義 務化 した と して も、 そ の実 効性

確保 は極 め て困 難で あ る。  


